
西宮市立こども未来センター分離保育プログラム実施要綱 
 
（目的） 
第１条 本要綱は、西宮市立こども未来センター（以下、「センター」という。）通園療育部門におけ

る分離保育プログラム（以下「分離保育」という。）は、子どもに対し保護者と離れた環境での保

育を行うことを通して、子どもの自立性や社会性を育てることを目的とする。 
 
（対象） 
第２条 分離保育の対象者は、次の各号のすべての事項を満たす者とする。 

（１）通園療育部門に６ヶ月以上在籍している就学前１年未満の園児であること。 
（２）保護者が通園療育部門への登降園に付き添うことができること。 
（３）分離保育実施中に、常に保護者がセンター内で児童の状況を把握できること。 
 

（実施の決定） 
第３条 こども未来部長は、次の各号の事項を勘案して分離保育の実施可否、実施期間、実施条件等

を決定する。 
（１）分離保育の必要性 
（２）園児の状況・健康状態 
（３）出席状況・内容 
（４）保護者の療育の理解度 
（５）園及び職員の実施体制 

２ 分離保育を開始した後であっても、こども未来部長は状況等を勘案し、分離保育の中断もしくは

終了、期間・条件等を変更することができる。 
 
（その他） 
第４条 介助通園制度による介助と分離保育の期間が重なった場合は、介助通園制度を優先するもの

とする。 
２ その他、分離保育の実施に支障が生じた場合は、予告なく分離保育を中止することがある。 
 
 付 則  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 （平成２７年４月１日改正） 
      この要綱は平成２７年４月１日より実施する。 

付 則 （平成２７年９月１日改正） 
      この要綱は平成２７年９月１日より実施する。 


